
取締役等の報酬等の内容の決定に関する方針 
 

１．基本的な考え方 

当社の役員報酬については、ＮＧＫグループ理念の実践、ＮＧＫグループビジョンの実現を通じ、グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に資

することを目的としてその制度を定める。報酬等の水準や構成等は上記の目的に照らして適切であるか適宜見直しを行い、また、報酬ガバナンスの透明

性と公正性を確保すべく努める。 

 

２．報酬等の水準 

報酬等の水準の決定に際しては、社会経済情勢や当社が置かれた経営環境に拠り、信頼できる外部調査機関の役員報酬に関する集計データを参照し、

また、必要に応じて類似規模の企業群や国内外の人材市場における報酬水準等を勘案する。 

 

３．報酬等の構成 

（１）取締役（社外取締役を除く）及び執行役員 

業績向上のための健全なリスクテイクを促し役員の意欲を高めること、株主との価値共有を進めること、将来の企業価値向上に対する意識付けを行うこ

と、これらの観点から報酬等の構成を以下の通りとする。また、現金報酬部分についてその職分に応じた代表取締役手当、取締役手当を設定する。 

 ・現金報酬①：年額固定の基本報酬 

 ・現金報酬②：単年度の業績に応じて変動する業績連動賞与 

 ・株式関連報酬：株価を通じて中長期の企業価値向上に連動する譲渡制限付株式 

（但し、譲渡制限付株式の付与について、一時的ではない海外居住者である執行役員に対しては別の取扱いをすることがある） 

 

（２）社外取締役及び監査役 

それぞれ、経営の監督機能、経営の監査業務を担うことから、経営からの独立性を重視する観点に立ち、年額固定の基本報酬のみを支給して業績連動

賞与及び譲渡制限付株式は支給しない。 

監査役の個人別の報酬等は監査役の協議により決定する。 

 

４．報酬等の内容 

（１）基本報酬の算定方法の決定方針 

報酬全体の水準並びに後記（２）及び（３）の変動報酬部分の割合を決定した上で、適切な年額固定の基本報酬額を設定する。その額は役職位に応じて決

定する。 

 

（２）業績連動賞与に関わる業績指標の内容及び算定方法の決定方針 

連結の売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、純利益という。）、資本効率等の指標、並びに当社の中期的な重要経営課題として掲

げる事項を指標とし、当該年度の業績の実績と外部公表を行った業績目標及び前年度業績との比較、また、中期的経営課題の当該年度の達成度の評価

等により業績連動賞与の支給額を算定する。 

その算定の考え方は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員の役職位毎に基準となる賞与額を定め（以下、基準額という。）、基準額に対して一定の

幅で変動するターゲット方式とする。 

 

（３）譲渡制限付株式の内容及び算定方法の決定方針 

取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対して、株価への感度をより引き上げること、株価変動によるメリットとリスクの株主との一層の共有、中長

期的な企業価値向上への意欲を高めること等を目的として、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式は、予めこれを付与した上で原則として在任

中は保有を義務付け、譲渡制限は当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位から退任した時をもって解除する。ただし、正式な事由

以外の事由により退任した場合には、譲渡制限を解除する株式数及び時期を必要に応じて合理的に調整し、当社は、譲渡制限の解除の直後の時点にお

いて譲渡制限が解除されていない譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。株価の変動がその価値に直結することから、譲渡制限付株式は付与金額

を固定するのではなく、その付与数を役職位に応じて固定的に設定する。 

 

（４）基本報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式が占める割合の決定方針 

当社の事業が産業や生活の社会的基盤に資する製品を多く取り扱っている素材型産業であること、また新製品や新事業の創出に際して材料技術や生産

技術など自社が独自に開発した技術を重視し、その開発と新製品の上市及び収益への貢献には比較的長期間を要していることから、中長期の業績の安

定と向上を重視する観点に立ち、業績連動賞与の額と譲渡制限付株式の金額換算を合計した変動報酬部分が、報酬等の合計額の適切な割合を占める

よう設定する。 

 

（５）報酬等を支給または付与する時期 

年額固定の基本報酬は、その１２分の１を毎月末に支払う。 

業績連動賞与は、当期の業績確定後にこれを反映した額を毎年６月末に支払う。 

譲渡制限付株式は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員の選任後原則１ヶ月の内に取締役会で行われる決議に基づき各対象者に支給される金銭

報酬債権の全部について、当該取締役会決議後原則１ヶ月の内に定められた払込期日において現物出資財産として払い込みを受け、これに対し当社普

通株式の付与を行う。 

 

５．報酬ガバナンス 

（１）役員の報酬等に関わる指名・報酬諮問委員会の権能 

独立社外取締役を過半数として設置した指名・報酬諮問委員会は、取締役、執行役員及び監査役の報酬等に関わる以下の項目について取締役会からの

諮問を受け、これを審議し、決議した内容を取締役会に答申する。 

・報酬等の決定に関する方針と手続 

・取締役及び監査役全体の報酬等の総額の上限 

・取締役及び執行役員の各個人の役職位に応じた基本報酬額、業績連動賞与の基準額、及び譲渡制限付株式の付与数（譲渡制限付株式の付与のため

の報酬等として支給する金銭債権の水準） 

・取締役の各個人の業績連動賞与の支給額 

また、執行役員の各個人の業績連動賞与の支給額は、取締役会からの諮問を受け、指名・報酬諮問委員会が確認し、取締役会に報告する。 

 

（２）取締役会決議による決定 

取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、これを十分に斟酌した上で、その決議により取締役及び執行役員の各個人の役職位に応じた基本報

酬額、業績連動賞与の基準額、及び譲渡制限付株式の付与数（譲渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭債権の水準）並びに取締役の

各個人の業績連動賞与の支給額を決定する。 


